
熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会

県北ブロック 県央ブロック 県南ブロック 熊本市ブロック

荒尾・玉名地域
山鹿地域
菊池地域
阿蘇地域

上益城地域
宇城地域
天草地域

八代地域
人吉・球磨地域
水俣・芦北地域

各ブロック3～4名の代

表から組織される。こ
の中から県全体をまと
める会長を選出する。

県の連絡協議会の運営
と協議を実施。

＊各地域ブロックの会長、副会長、事務局長によ
り、各地域ブロックの運営が行われている
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